
 

＜答弁＞ 

 これまでの３年間の市政運営についての評価ですが、基本政策については、

計画的かつスピード感をもって取り組んでいくために、平成３０年１０月に  

基本政策の行程表をお示しし、さらに令和元年９月には経営戦略方針を策定し

取り組んでまいりました。 

 しかしながら、新型コロナウイルスの影響により社会経済状況が大きく変化

しました。これを受け、令和２年９月に経営戦略方針を改訂し、コロナ後の    

社会に的確に対応していくとともに、基本政策の達成に向けて、取り組んで   

いるところでございます。今後の優先的に取り組んでいく政策についてですが、

まずは、新型コロナワクチンを市民の皆様に迅速かつ円滑に接種して        

頂けるよう全力を挙げて対応していくとともに、コロナ禍で影響を受けた    

市民や地域経済への支援に全庁一丸となって取り組んでまいります。 

 また、コロナ禍では、人との交流をはじめ、学習環境や経済活動が大きく    

制限されました。この教訓を踏まえ、来庁せずに手続きができるよう行政     

サービスのデジタル化をはじめ、児童・生徒の学力向上を図るために         

タブレットを活用した教育環境の充実を進めてまいります。さらに、「いじめ・

児童虐待を絶対に許さないまち」の実現に向けて、児童相談所の設置に向けた

検討に取り組んでまいります。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 基本政策の取組み状況については、私なりに５つの分野ごとに評価し、公表

しているところであります。また、テレビ大阪で放映された「関西住みたい    

まちランキング」や日経グローカルの「全国市区町村電子化推進ランキング」

において、本市が１位に選ばれたことは大変光栄であります。人口についても

増加傾向にあり、令和元年９月には四半世紀ぶりに推計人口が４０万人を    

超えました。このことは、市内外の多くの方々から本市が「住み続けたいまち」

「住んでみたいまち」として選ばれている結果であると考えております。     

今後も、私自らが広告塔となり、市民や事業者など多くの方々との対話や     

あらゆる媒体を用いながら、施策の取り組み状況や私の思いを発信し、       

先進都市としてのイメージを高めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 まず感染状況につきまして、感染の今後の広がりや、ワクチン接種体制の   

実施時期等にも左右されることから、不確定要素が大きく、今後の見通しが   

立てにくい状況であるという認識に立っております。 

 そのうえで、予算編成の考え方ですが、感染の収束時期の想定をどこに     

置くにせよ、市民の暮らしを守り、現在必要な新型コロナ対策を実施して     

いくとともに、基本理念たる「創る改革」を実践すべく、中期財政計画に       

沿った運営を継続していくということでは変わるものではありません。      

その考え方を反映した予算案としております。また、今後につきましても、    

今年度同様そうした変化に対応してリアルタイムに、求められる改革を行って

まいります。 

 従来の予算編成方法との違いでございますが、今回はコロナ禍を受けて、   

経営戦略方針と中期財政計画を９月に改定、それを受けての次年度予算編成  

方針を策定して取り組みました。そこにおきまして、重点項目としては      

「デジタル・ガバメントの推進」「市民の健康やくらしを守る・地域経済の再生」

「南部地域活性化の推進」という現下の喫緊のテーマを挙げるとともに、     

集中変革、コロナ後の未来への投資といった考え方を各部局で共有し、       

編成作業を進めたところでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 イベントに関しましては、昨年７月に庁内ガイドラインを策定致しました。

それと共に、デジタル技術の活用などにより、オンラインでの実施、また      

感染症対策を施し、人数を限定しての実施など工夫を継続しております。     

令和３年度につきましても、イベント実施に関しては、ガイドラインを参考に、    

状況に応じ、できるだけ感染者が発生しないようにこれまで工夫してきた    

手法により実施するのが基本となります。その上で、事業、イベントの所期の

目的が果たせるよう、性質ごとに個別に判断することになると考えております。

次年度の予算で提案のイベント・事業は、市のガイドラインとともに、国や    

府より提示されている考え方を踏まえ、ウィズコロナでも実施が可能なものを

計上する、との方針で精査を行ったものでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 「とよなか新型コロナウイルス対策基金」への寄附実績につきましては、    

市立豊中病院等に対するクラウドファンディング分も含めますと、令和３年  

３月３日時点で件数 ５４５件、金額３７２０万１０２８円となっております。 

 また、物品につきましては、使い捨てマスク約７１０００枚、消毒液        

７５０本余り、非接触体温計３０台余りなどをご寄附いただいており、       

全体では概算で品数は８００００点を超え、市場価格への換算は厳密では    

ございませんが、概ね３４００万円程度となっております。  

 

 

 

＜答弁＞ 

 寄附いただいた方に対しましては、直接お礼状をお送りするほか、ご希望を

伺った上で市ホームページに掲載するという形で、また大口のご寄付に      

ついては、こちらもご希望を伺ったうえで贈呈式を行うなどの方法で感謝の  

意をお伝えしております。 

来庁され対面で寄附をいただいた方には職員から直接御礼を申し上げており、

本来は金額の大小にかかわらずこのようにお一人おひとりに直接感謝をお伝え

することが望ましいと考えております。このことから、例えばポータルサイト

を通じ、対面の機会なく寄附いただいている方に対し、お礼状に加えての     

感謝の意を伝える方法については今後の検討課題であると認識しています。 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 定数管理につきましては、人材戦略において、基本的な考え方を定めて     

います。また、職員定数につきましては、政策課題に対応できる体制整備を    

行うことを基本に、毎年度、各職場における業務内容を精査し、事務事業の    

見直しや多様な雇用形態の活用等を検討しながら、最も効果的・効率的な職員

配置が実現できるよう、設定しています。 

 設定した職員定数をもとに、退職予定者数等を勘案し、採用必要人数を決定

しております。平成２７年度から５年間の事務職・技術職の定年前退職者数の

推移は、１１人、１０人、１８人、１８人、１３人で、今年度の現時点での       

見込み数は、１７人となっております。年度途中での常勤職員の採用に       

つきましては、平成２１年（２００９年）に 緊急雇用対策として実施した    

実績があります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 現在、令和３年６月１日採用に向けて、大学卒の事務職１５人を募集し、    

採用試験を実施しています。採用試験の内容につきましては、基本的には     

６月に行ったものと同様です。令和３年度予算編成作業を進める中で、コロナ

対策とコロナによって影響を受けた市民生活、地域経済の支援を積極的に    

進めるとともに、新たな政策課題に対応するため、さらなる人員体制の整備が

必要となったことから、このタイミングでの採用試験を実施することとした  

ものです。なお、民間企業等における採用抑制や、収入の減少等により雇用に



影響を受けている方が多数見込まれる中でもありますので、採用活動に      

おいては、そうした方々の就労機会の確保にもつなげたいと考えております。 

 令和４年度以降の職員採用につきましては、あらためて今後の政策展開を  

踏まえ、職員定数や退職予定者数を勘案しながら、随時必要数や実施時期等を

検討して参ります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 今回の採用試験は、政策を推進するための体制整備が目的であり、試験を   

実施するにあたりましては新型コロナによって就労に影響を受けた方の     

就業機会の確保にもつながるよう配慮したものでございます。職員定数や採用

人数については、そもそも一定ではなく、その時々の政策推進の状況や       

退職者数により変化するものでございます。新型コロナが収束した場合には、

改めて、その際の政策課題の状況を踏まえ、業務内容等を精査し、職員の増員・

減員要素を勘案の上、職員定数を設定し、退職予定者数等を見込み、必要な    

採用人数を決定することとなります。退職者数は毎年度数十人規模で        

ございますので、今回の採用によって職員が過剰になることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 今後の方向性でございますが、『デジタル・ガバメント戦略』において示した

考え方や工程に基づき、「市民の利便性向上」と「生産性向上」の両面から、     

取組みを進めております。デジタル化の取組みについては、利用者の立場に   

たって、どうすれば楽に便利に安全に手続き等を行うことができるか、       

こういった視点からまずはサービスを固めて、それを実行するためのコストや

事務フローを最適化するという順序で進めていく必要があると考えております。

また、今後の社会経済情勢等により、デジタル環境は変化してまいりますので、

民間企業や大阪府などとの連携を強化しつつ、市民のニーズを適切に把握し、

その時々のトレンドや要望に、柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 デジタル・ガバメントの推進に関係する行政内のルールでございますが、  

『個人情報保護条例』や『セキュリティポリシー』など様々ございます。       

現在活用を推進している web 会議においても、こうしたルールに基づき、     

個人情報や機密情報の取扱いを制限しております。一方、これまでも無線 LAN

などの導入にあわせ、『セキュリィティポリシー』を改訂しており、今後も、    

テレワーク等の新たな働き方や、Zoom などの新たなサービスに適切に対応する

ため、適宜ルールの見直しを行ってまいります。本市のセキュリティ対策に   

ついては、民間調査でも高く評価されているところであり、個人情報保護や   

セキュリティ対策を基礎としてサービスの利便性を最大限に高めていきたいと

考えております。 

 

 





 

＜答弁＞ 

 都市計画道路三国塚口線につきましては、大阪府において、国道１７６号   

から阪神高速池田線までの区間で用地買収を進めるとともに、用地買収が    

完了した箇所から順次拡幅工事に着手していると聞いております。また、     

山手幹線との接続につきましても、現在、大阪府において阪急電鉄神戸線との

交差方法など、事業化へ向けた技術的な検討がなされていると聞いております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 三国塚口線が整備されることのメリットといたしましては、阪神間を結ぶ  

広域的な道路ネットワークの形成による利便性の向上や、延焼遮断帯としての

効果による防災性の向上が考えられます。デメリットといたしましては、流入

交通の増加による交通渋滞への懸念などが考えられます。市といたしましては、

これらの課題解決と併せ、効果的に事業が進み、南部地域の活性化や防災性  

向上に資するものとなるよう、大阪府と協議してまいります。また、大阪府が

主体となる道路整備の用地買収に伴い、市有地を代替地として活用した事例は

ございません。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 学校跡地の検討手順につきましては、まず、地域活動、防災、公共目的と   

して利用する必要な機能を整理したうえで、民間事業者等から幅広く利活用 

方策について提案をいただくことにしております。 

 今回の学校跡地の公共目的利用につきましては、関係部局による庁内会議を

経て、市立こども園と地域コミュニティの拠点となる共同利用施設について 

整理したものです。 

 民間利用の部分につきましては、緑化の促進や広場の整備、学びの機能   

なども含めて、民間事業者から活用案や実現性などについて幅広く意見を  

聴いてまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 南部地域は第２次豊中市みどりの基本計画でも緑化重点地域と位置づけて 

おり、既存のみどりの保全及び空間の有効活用による緑化などを進めている 

所です。学校跡地における公共活用部分につきましても緑化の観点も    

踏まえつつ進めてまいります。 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 個別活用計画では、南部地域の魅力づくりとして、まちの資源や学校跡地を

連動させて、多様な人が自己実現やチャレンジできるまちづくりを掲げて  

おります。ご質問のリトリートセンターのような体験施設についても民間から

提案があれば検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

【都市経営部答弁案】 

 民間委託をはじめとする民間資源の活用の目的は、最小の経費で最大の  

効果を上げるための一つの手段であり、市民サービスのさらなる向上と業務の

効率を目的としており、これまで申し上げてきた趣旨と変更はございません。

地域課題や市民ニーズも複雑多様化してきていることや、ＩＣＴなど技術   

革新も進んできていることなどから、今後も民間資源の活用は必要であると 

考えております。さらに、民間資源の活用により生まれる時間や人的な資源を、

新たなサービス展開に充てていくことも重要と考えています。新型コロナ  

感染症や近年多発している災害等の状況を鑑み、引き続き「外部活力導入の  

ガイドライン」にそって、民間資源を活用した行政サービスを推進して    

まいりたいと考えています。 

 

 



【総務部答弁案】 

 本市では、全ての業務を常勤職員が担うという考え方には立っておらず、  

非常勤職員などの多様な雇用形態を活用しながら最も効率的・効果的な職員 

配 置 を 行 っ て い る と こ ろ で す 。 常 勤 職 員 と 非 常 勤 職 員 が 担 う 役 割 に      

つきましては、それぞれの雇用形態の特性や業務の内容、その職に必要な勤務

時間などを踏まえて設定しております。災害時においても、基本的な考え方  

として、常勤職員は災害対策業務に、非常勤職員は平常業務にあたるよう役割

分担を行い、現行職員体制の中で対応できるように計画しております。    

災害等に備えるため、仮に常勤職員を増やしても、その範囲でしか対応する  

ことはできません。このため、市職員だけで対応するのではなく、他自治体、

民間事業者や公益活動団体など、多様な主体のお力を借り、総力を挙げて   

対応することが、危機管理上、有効であると考えております。常勤職員の   

マンパワーを超える対応が必要な場合も想定し、危機管理対策を進めて   

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 第２期豊中ブランド戦略においては、市民そして事業者とともに豊中の  

魅力の創出や発信に取り組むことを掲げており、起業や事業活動を通して、  

地元の農作物を使った、あるいはその土地の歴史にちなんだ地域の特産品   

づくりなどについても積極的に支援してまいります。現在、豊中の地ビール  

づくりにかかわる事業所の起業について、市民の方からご相談をいただいて 

います。ふるさと納税の返礼品として活用することは、当該商品の PR は    

もちろん、その製造の由来等をとおして、地域や市全体の PR にもつながり   

ますが、一方で返礼品の採用には、製造場所などをはじめ一定の基準を    

クリアすることが必要であることから、現在調整を重ねているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 経済産業省の「e スポーツを活性化させるための方策に関する検討会」が、  

令和２年３月にまとめた調査報告書では、２０１８年の e スポーツの市場   

規模は、大会などの興行を核とする部分のほか、情報通信機器のほか広告や  

宿泊、飲食などの対事業所・対個人サービスといった関連産業への波及効果  

までを加えると３３８億円と推定しています。昨今では高齢者のフレイル予防、

あるいは障害者施設間での交流促進など、地域福祉や市民交流の分野に e   

スポーツの活用を試みる事例も増えてきております。また、先行する自治体の

多くは、大規模大会や地元商店街でのデモンストレーションなど、大小様々な

イベントを核に、観客等の誘致により、報告書にあるような経済波及効果や  

まちのにぎわいづくりなどへの寄与を期待しているものと思います。ただ、  

コロナの影響により、e スポーツでも昨年から様々な大会などが観客の観戦も 

含めてすべてネット環境のなかで完結してしまう形に置き換わってきて   

おります。こうした状況のなかで、地域経済振興や都市のにぎわいづくり等の

観点から本市として e スポーツと地域とのつながりをどのように捉えて活用 

していくのかについては、まずは改めてコロナ後の e スポーツの発展の    

方向性などを見定めながら、可能性を探りたいと考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 神戸市では、将来的に高齢者のフレイル予防等に e スポーツを活用する   

ことをめざして、令和２年１２月から令和４年３月まで、e スポーツの心身に 

与えるバイタルデータの収集等を目的として実証実験を行っておりますので、

その結果を注視して参ります。 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 承久の乱の発火点といわれる椋橋庄が存在した地元の庄本町周辺では、  

後鳥羽上皇の寵愛を受けた亀菊にゆかりのある椋橋総社を中心に、地域の   

歴史を研究する市民グループが、本年３月末に承久の乱ゆかりの地を案内する

解説板を境内に新設されると伺っています。また、８００年にあたる本年   

５月には、地域の歴史を伝える記念イベントを実施される意向であり、    

本市としては、市民団体等のイベントを対象とした魅力アップ助成金の紹介や

イベントの PR 協力等を通して、取組みを支援してまいります。また、同時期に、

市教育委員会と連携して、庄本町の史跡を巡る市民参加型のまち歩きを    

実施する予定です。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 本市としましても、今後は、椋橋総社や地域の皆さんと連携して、解説   

板設置や記念イベント開催を市内外に積極的に発信し、庄本町や庄内の知名度

向上、来訪者の増加をめざします。こうした地域の盛り上がりをＮＨＫ    

放送局や他の報道機関に対して情報提供していくことで、ロケ地誘致や様々な

媒体での紹介につなげていくことができればと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 ロケ地として使用された場所を広く紹介することは、市内外の人に豊中の 

まちへの関心や愛着を高めていただくことにつながります。しかし、ご提案の

プレート設置については、ロケ地の使われ方や、シーンが多種多様であるため、

事後ＰＲの手法もその使われ方などに応じて選択していきたいと考えて   

おります。市ホームページの魅力発信サイトでは、ロケ地として使用される  

番組の情報を発信しており、直近では、２月末まで NHK の土曜日夜９時の連続

ドラマ「６畳間のピアノマン」のクライマックスシーンの一つが、猪名川の  

河川敷で撮影されたことを紹介しています。今後は、こうした情報を     

アーカイブとして一覧で閲覧できるようにしてまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 都市活力部で把握する限りでは、現在、本市にはロケ地誘致を目的に、   

その総合調整を担うフィルムコミッションのような専門組織は官民含め   

ございませんが、実質は当部におきまして、地域資源の魅力創造・発信の   

観点から、制作者側からの申し出に応じて、撮影場所の選定についての    

ご相談や、道路・施設の使用許可の案内など、フィルムコミッションが果たす

役割を担っております。今後も引き続き当部において、制作者側の総合窓口の

役割を務めながら、前述の椋橋総社での承久の乱ゆかりの地のように、時期に

あわせたロケ地誘致の情報発信にも取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 WEB 豊中まつりの実施状況でございますが、音楽ライブや豊中テイクアウト

グルメの生配信をはじめ、高校野球白球トークや市民団体の活動 PR 動画など、

計４５の動画コンテンツを配信したほか、オンラインでの交流会などを開催 

しました。まつり当日の  ２日間を含む１０月に、これらの WEB サイトを閲覧

したユーザー数、これはスマートフォンやパソコンなどサイトにアクセスした

端末数にあたりますが、１万３５７６、また、サイトの各ページの合計    

閲覧数は、３万８７７９でした。 

 事業の検証についてですが、最終的には、豊中まつりの合同会議で実施   

状況を報告し、ご意見をいただく予定です。なお、決算につきましてはまだ  

確定はしておりませんが、事業費総額は１６００万円程度となる見込みで  

ございます。 

 次に、今年度、豊中まつり実行委員会では、WEB 開催になったことにより  

予算の組替えを行いました。次に、会場設営などの経費を減額する一方、WEB

サイトの構築費用などを計上しております。事務局業務の委託経費に    

つきましても、ご質問のまつり当日のごみ処理対応は不要となり減額となった

一方で、動画制作やオンライン交流会の管理運営など事務局が追加で担う  

ことになった経費が増額しました。決算処理にあたっては、実行委員会で   

これら費目ごとに収支の点検を的確に行い、監査人の監査や合同会議での  

承認など決められた審査の過程を経て、適切に処理を行ってまいります。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 豊中まつりの運営体制は、市も含め、市内の様々な団体が参画して構成され、

市とは別に独自で意思決定を行う組織です。（以下、「実行委員会」と略します。） 

もちろんこの実行委員会が実施する事業費用の一部を市が負担していること 

から、予算計上の段階での議会の議論を踏まえて事業実施にあたることは  

当然です。しかしながら、今回のように、議決後にやむを得ない事情が生じた

場合において、「さまざまな人と文化がふれあうことにより、豊中の文化を  

市内外に発信」するという豊中まつりの従来からの目的やねらい（これは、  

令和２年度当初予算の事業別説明書にも記載されていますが）を遂行しようと

するものである限り、まつりの実施形態を、その時々の情勢を踏まえて    

どのように変えていくかなど、具体的な実施手法の選択の裁量はあくまで実行

委員会に委ねられているものと認識しています。 

実際、今回の WEB 豊中まつりは、沖縄音舞台や高校野球発祥の地、市民活動  

広場など、これまで取り組んできた柱建てを、コロナ禍に対応した形である web

コンテンツやオンライン交流に置き換えながら、豊中の多様な人と文化の  

つながり、ふれあいを広く発信しようとしたものであり、その目的も、実施の

枠組みや市民主体のプロセスも従来と変わりません。このように、本市    

としては、今年度の WEB 豊中まつりも、従来と変わらぬ目的を遂行するための

豊中まつりとしての活動の継続に変わりなく、実際の使い道も妥当であると 

判断したことから、当初予算どおり負担金として支出することとしたものです。

なお、市議会への情報提供については、８月上旬に、報道提供と同時にその  

概要をお知らせいたしましたが、今回のように、まつりの実施内容に大幅な  

変更が生じる場合などについては、可能な限り早い段階での情報提供に努めて

まいります。 

 

 



 

 

＜答弁＞ 

 まず、豊中まつりに関するパートナーシップ協定は、長年にわたり豊中   

まつりの運営に携わってこられた市民ボランティアの方々により設立された

NPO 法人と市が締結しているものでございます。協定は、当該法人と市が、   

豊中まつりを市民主体で、互いの役割等を尊重しながら対等な立場で実施する

ことなどを相互に確認し、その内容を書面で交わしているものでございます。

こうした考え方を運営に携わる市民や職員が引き継いでいくために協定を  



交わしているものです。次に、豊中まつりの意思決定過程に、ご質問の    

３人のみによる合議の過程はございません。 

 豊中まつり推進会は、事業者等で組織する協賛会と、市民団体等で組織する    

ヒューマンネットワークとで構成される緩やかな連合体です。市長、議長、  

商工会議所の会頭も、あくまでそれらのメンバーの一人であり、意思決定は  

その他のメンバーや実行委員会も含めた合議で決定する仕組みです。市民も 

対等な立場で意思決定に参加する仕組みであり、市民主体のまつりを体現する

組織のあり方であると考えております。次に、豊中まつりの負担金は、豊中  

まつりの事業を市民、事業者、市が協働して実施するにあたり、市の負担分と

して支出しているものでございます。市の負担金の金額や負担割合についての

取り決めはなく、これまでの実績やその時々の社会経済情勢等を踏まえて、  

市が予算化しております。次に、先ほども申し上げたとおり、豊中まつりの  

実施形態をどうするかは実行委員会に裁量が委ねられているものと考えて  

おります。今回の WEB 豊中まつりにおいても、豊中まつりとしての活動の   

継続であることから、負担金として支出するものであり、予算の組み換えは  

必要ございません。また、これまでと同額の負担金の支出が必要であったため、

減額はできないと判断したものです。最後に、目間流用について、豊中    

まつりは、人と文化のふれあいにより豊中の文化を発信するという、市民   

文化の創造の取組みの一つに位置づけている事業で、文化振興費として予算を

計上しております。WEB で実施する豊中まつりもその位置づけであり、    

まつり実施のための負担金として支出することに変わりはないことから、  

文化振興費で執行するものでございます。 

  

 豊 中 ま つ り の WEB 化 と い う 特 定 の 事 案 に つ い て の 市 の 見 解 は 、       

都市活力部長がお答えした内容です。 

 次に、１５００万円の事案にかかる変更として一般化して、定量的にレベル

付けできるかということでございます。先程、議決事項以外の変更について  

議会への説明責任をどう示すか、レベルに応じた判断と申し上げましたが、  

そのレベルとは金額で定量化できるものではないと考えております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 総領事館との交流については、とよなか国際交流協会が主催する「新年の  

集い」では、協会が総領事館に招待状をお送りし、毎年、総領事にご出席    

頂いていると聞いております。現時点では、こうした教会の交流のほかに、  

市が関連する総領事館との交流はございません。次に、「ロシア祭り」の後援に

ついては、後援名義と合わせて市キャラクター、マチカネくんの使用を    

申請頂き、マトリョーシカになったマチカネ君のイラストをチラシや横断幕、

配布ステッカーに使って頂きました。市では庁舎にチラシ配架するなど、   

ご協力しました。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 ロシア連邦総領事館は、全国に３か所、北海道、新潟、大阪にあり、     

数少ない総領事館が豊中市域にあることは、大変珍しく貴重であると    

認識しております。 

現在、本市と総領事館との交流は、特にございませんが、今後、文化交流や   

地域の魅力発信など、当部が所掌する取組の観点から、総領事館との連携の  

可能性を探ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 J クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用による

二酸化炭素等の排出抑制量や、適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を

クレジットとして国が認証するもので、認証されたクレジットは、購入や売却

することができます。 

この制度に参加するには、二酸化炭素等の排出抑制や吸収事業の実施内容を 

記載した「プロジェクト計画書」を作成し、計画の登録認証とクレジットの  

認証を受ける必要があります。本市としては、再生可能エネルギーやカーボン

オフセット事業の財源確保のため、堺市等の先進事例を調査・研究して    

行きたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 市内事業者へのごみ処理施設使用料改定にかかる周知につきましては、  

本市と豊中市伊丹市クリーンランドで市内事業者を対象にした説明会を実施 

しています。また、すべての市内事業者にごみ処理施設使用料の改定を記載  

したチラシの配布、市ホームページなどによる周知を行っております。また、

市内事業者からは、ごみ処理施設使用料の改定に伴う、事業系一般廃棄物収集

運搬処分料金の改定についての相談等が寄せられたことから、一般廃棄物収集

運搬業者に対し、市内事業者に丁寧な説明と対応を行うよう申入れを行った 

ところです。ごみ処理施設使用料の改定時期につきましては、新型コロナ   

ウイルス感染症の影響を考慮したうえで、豊中市伊丹市クリーンランドで決定

されたものであり、事業者のみなさまには、新型コロナウイルス感染症に   

関する各種支援制度のご案内をしております。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 火災発生状況について、平成３０年度は車両が６件、リサイクルプラザが  

３５８件、令和元年度は車両が４件、リサイクルプラザが５８４件、     

令和２年度は１月末現在で 車両が１０件、リサイクルプラザが６７９件と 

なっております。 

 火災件数が増加していることにつきましては、充分認識しており、火災事故

削減に向けた取り組みを進めているところです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 火災削減に向けては、市ホームページ、広報とよなか、ごみ分別アプリ   

「さんあ～る」のほか、ユーチューブで配信している「とよなか環境 TV」など、

あらゆる媒体を活用し、火災事故の原因となっている充電式電池等を適切に 

分別していただくよう周知するとともに、２月からは、新たに「危険ごみ」の

収集日に充電式電池の回収を始めています。 

 

 

＜答弁＞ 

 取り外しができない小型家電につきましては、引き続き、拠点回収場所へ  

排出いただくよう周知・広報に努めるとともに、排出の利便性を向上させる  

ため、拠点回収ボックスの設置場所を３月から２箇所増設します。これらの  

取組みと２月から実施している充電式電池の別回収により、火災事故等が減少

傾向になるものと考えております。あわせて、収集運搬及び処分体制に    

ついても、現在検討を行っているところです 

 



 

＜答弁＞ 

 昨年、国が策定した２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長 

戦略においては、電力部門の脱炭素化を大前提に、再生可能エネルギーを   

最大限導入することとし、産業等の非電力部門においては「電化が中心」と  

しながらも、熱需要に関しては、水素などの脱炭素燃料や化石燃料からの   

CO２の回収再利用も活用していくこととされています。 

 第二次豊中市地球温暖化防止地域計画の見直しにあたっては、CO2 の「排出

抑制」と「吸収」、この２つのアプローチが必要と考えています。本市に    

おいても、脱炭素社会の実現に向けては、公共交通等の利用促進や電動車の  

普及促進、再生可能エネルギーの導入促進等により、CO2 の「排出抑制」    

を図るとともに、新たに CO2 の「吸収」に向けた取組みを進めていきたい。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 樹木などの「みどり」は CO2 を吸収するとともに、都市に「うるおい」や   

「やすらぎ」を与える機能を有することから、市の事業や民間開発などの  

様々な機会をとらえて市内の「みどり」を保全・創出するとともに、他都市と

連携した広域での取り組みを進めていきたいと考えています。 

 緑地保全を誘導する施策については、春日町ヒメボタル特別保全地区の土地

所有者に対する税制上の優遇措置や固定資産税相当額の助成制度や、所有者の

申し出により、民有地の樹木に対して一定基準を満たした場合には、助成金を

交付する保護樹等助成制度があります。また、固定資産税を優遇する制度と  

して、都市緑地法に基づく市民緑地契約制度や市民緑地認定制度があり、   

このような制度を活用し、今後も緑地の保全に取り組んでいきます。南部   

地域の学校跡地利用も含め、今後公共施設の更新が進められていく際に、   

緑化も重要な観点と位置付けて進めてまいります。千里中央公園の再整備は、

既存の池や樹林などの自然景観の保全や活用を行いながら、魅力ある公園を 

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜答弁＞ 

 本市においては、認知症徘徊高齢者をもつ家族の不安を取り除く取り組み 

として、徘徊ＳＯＳメールや徘徊高齢者位置情報サービスなど、さまざまな  

支援を実施しております。また、認知症の損害賠償保険につきましては、近年、

複数の保険会社から保険料が比較的安価な商品がリリースされており、今後も

他市の動向や民間保険会社の状況を注視してまいります。認知症になっても 

安心して暮らしていくことのできるまちの実現に向け、引き続き施策の充実に

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 令和元年の障害者法定雇用率の達成企業の割合は、大阪府内の数字に   

なりますが４３．１％で、規模別では１００人～３００人未満が４５．０％、

４５．５人～１００人未満が４０．７％でした。市内の事業者からは、障害者

雇用に関して、ノウハウが無い、障害のある人に従事してもらう仕事が無い  

などのお声を頂いております。障害のある人の就労支援については、第５期  

障害福祉計画の中でも重点取り組みと位置付けており、就労系の障害福祉  

サービスの利用促進、相談窓口の周知、就労支援事業所向け研修会の実施を  

行っており、福祉施設から一般就労への移行者数や職場での定着率は目標を  

上回っております。また、市民協働部では、障害のある人の特性をふまえた  

職業マッチングを中心に、合同企業面接会や障害者雇用に携わる企業内人材を

育成する「豊中版ジョブライフサポータ養成講座」を実施しているほか、   

総務部での障害者枠の職員採用の実施など、本市として、様々な連携を図り  

障害のある人の就労機会の拡大を進めています。 

 

＜以下、市民協働部長答弁＞ 

 ご質問のモデル事業は、内閣府が「新しい公共支援事業」として、      

平成２３年度から２４年度にかけて実施した「特例子会社制度等を活用した 

地域企業グループの設立と障害者雇用の促進事業」にあたります。この事業  

では、障害者雇用に対する中小企業の状況把握、専門家派遣やセミナーを   

通じた企業支援、新たな職域開発などに株式 会社きるとが実施主体となり 

取り組むとともに、障害者雇用に係る地域企業の連携、協力の仕組みの開発、

提案を同社と市が共同で行いました。この事業の成果は、障害者が従事する  

業務の切り出しや、職場環境、業務手順等の整備に向けた調整を行う     

ノウハウを獲得できたことで、個々の特性を踏まえた業務内容や求人条件の 

企業への提案が可能となり、現在の無料職業紹介事業における求職者一人  

ひとりの状況をふまえた個別採用マッチングの取組みへとつながっています。

また、株式会社きるとにおきましては、当該事業を通じて得られた知見を   

生かしながら、現在３１名の障害者を雇用し、入社後３年の定着率は、ここ  

数年間１００％を維持されています。また、これまで厚生労働省の「障害者  

活躍企業」をはじめ様々な認証や表彰を受けるとともに、日本容器包装    

リサイクル協会によるプラ容器包装品質検査でも毎年 A ランクの評価を    

うけるなど、障害者の雇用と品質の維持・向上の両面で実績をあげて     



おられます。一方、特例子会社制度等を活用した取り組みにつきましては、  

現行制度の緩和が必要となることから実現には至っておりません。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 既に、農業や清掃業務を活用した障害のある人の特性に応じた働き方や  

仕事の提供が実施されておりますが、障害のある人が活躍できる場が社会経済

活動の一つとして創出されることは重要だと考えます。一方で企業の法定  

雇用率の達成を第一目的に、障害のある人が別の職場で働くことにより達成 

する仕組みについては、地域共生社会の観点において課題と認識しております。

本市としましては、より多くの就労を希望する障害のある人が、障害のない人

とともに働くことができるよう、様々な施策を推進してまいります。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 令和３年２月現在、大阪府内では池田市、泉佐野市、堺市、富田林市、    

東大阪市、枚方市が骨髄バンクドナー助成制度を実施しています。本市では、

ドナー登録についてデジタルサイネージやツイッターを活用した啓発を行って

いますが、ドナー支援の助成は実施しておりません。職員のドナー登録は、  

献血時に日本赤十字社血液センターに周知啓発の協力をお願いしています。 

ドナー休暇については平成６年から特別休暇として国に準じて設定しており 

取得実績はあります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 本市において、ドナー登録者数は増加傾向にありますが、患者登録数及び  

ドナー提供数は年間数名であり、ドナー提供者と患者とは必ずしも同じ     

市町村に在住していない可能性が高い現状があります。全国的に見ると、   

ドナー助成制度予算の補助を行っている都府県では導入市町村数が極めて多い

傾向にあり、市独自で先行的に整備するよりも府の制度として実施されると 

より効果的であると考えます。一方、骨髄バンクを通じて移植待ちの     

患者さんがあり、若い世代の登録者の確保が全国的な課題であることは十分 

認識しています。引き続き国や府に働きかけながら、ドナー登録の啓発も   

含めて進めてまいります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

＜答弁＞ 

 市民のワクチン接種は、６５歳以上の高齢者から開始され、一般市民へと  

接種範囲を広げていきます。接種率はおそらく徐々に上がっていき、プラトー

に達する、いわゆる高止まりに達するのは、今年の秋ごろになるのではないか

と考えています。ワクチン接種事業は、年末ごろまでずれ込むのではないかと

予想しております。 

 ワクチン接種が進むにつれて安心感が広がり、感染予防策が緩んでしまう 

のではないかと危惧します。ワクチンを接種しても、感染リスクは下がる   

ものの、感染させるリスクが下がるものではありません。ワクチンと感染   

予防策は車の両輪のように必要なものです。少なくとも今年中は、マスクの  

着用、手洗いなどの感染予防策を継続することが必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 令和３年２月２０日現在、申込者は１７４２件、陽性率は０％です。 

現段階では、この事業による感染対策効果については、不明です。無症状者に

対する検査につきましては、今後、陽性率や感染拡大状況などを解析して   

評価する予定です。 

 

 



 

 



＜答弁＞ 

 内訳は２億５２００万円ほどが検査機関等への委託料、２０万円ほどが  

チラシの印刷製本費などです。対象者等の事業内容に変更はありません。 

 まず、来年度もこの事業を継続する合理的・医学的理由ですが、本検査は、

行政検査以外となるため、確かな医学的な理由はありません。ただ、感染   

すると重症化しやすい高齢者に検査を受ける機会を提供し、不安をかかえ  

こまずに基本的な感染対策を続けるきっかけとなればと考えています。 

２点目の、この事業による高齢者の重症化抑制効果につきましては、現時点  

では無症状者に関するデータが示されていないため分かりません。高齢者より

基礎疾患のある方を対象にしたほうが良いのではないか、という点に    

つきましては、基礎疾患といっても、その重症度は様々であり、一概に     

言えませんが、高齢者でなおかつ基礎疾患がある人のリスクが高いことは  

明らかです。 

３点目の高齢者に感染させるリスクは、高齢者の方が高いというエビデンスは

あ り ま せ ん 。 無 症 状 高 齢 者 の デ ー タ が な い た め 、 効 果 に つ い て は       

分かりませんが、高齢者を検査対象としている理由は、感染した場合に重症化

しやすいことに加えて、高齢者の特徴として症状が顕著に出にくいことや  

症状に対する自覚が乏しいことから本人が 気付かないうちに病状が進んで 

いる場合もあるからです。 

４点目の PCR 検査を増やすと感染を抑えられたというエビデンスについては、

ありません。 

５点目のこの事業の費用対効果については判断できませんが、市民サービスの

一環として実施するものと考えています。１人１回限定で行うことについての

効果ですが、繰り返しになりますが、無症状高齢者に対する検査のデータが  

ないため分かりません。今後、検査結果をもとに評価してまいります。 

６点目の１回限りでの検査では不安解消にも繋がらないのではないか、という

点につきましては、無症状者への定期的な検査についての効果は示されて  

いないため、回数は１回を限度としています。PCR 検査の精度の限界に    

ついては、偽陽性や偽陰性について記載された「検査説明書」を読み、理解   

したうえで希望者が受けるものであると考えています。また、この事業で、  

陽性判定が出た場合においては、本人の症状や行動歴などを聴取し、発生届の

必要があるかどうかについて慎重に取り扱う必要があると考えています。 

 施設に入居している高齢者とそれ以外の高齢者のどちらが感染リスクが  

高いかという点ですが、豊中市内でお亡くなりになられた方は、施設入所者の

方が多い状況ですが、在宅でお元気にお暮しの高齢者でもお亡くなりに   

なられた方はおられました。 

 高齢者施設等の従事者に対する定期的な検査については、今後、大阪府と  

連携し事業の有効性を評価していく予定です。 

 最後に、検査についての知見や情報につきましては、SNS 等を活用し    

積極的に発信してまいります。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


